
会長 宿利原 勝吉
会長代理 近川 正人

2番 鈴 一磨
3番 東郷 輝昭
4番 木原 光郎
5番 厚ケ瀬 博文
6番 黒瀬 正
7番 牧原 昇
8番 鍋 康博
9番 樋渡 俊信

10番 平原 榮
12番 貫見 和洋
13番 鮫島 廣幸
14番 猪鹿倉 昭雄
15番 落司 順一
16番 畠中 正秋
17番 寺田 郁哉
18番 安水 義文
19番 徳永 哲朗
20番 基 岸澄

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度第４回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席となっています。錦江町農業委員会会議規則第８条の規定
により総会は成立しております。

議案第１５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第１４号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

議案第１３号 農地法第４条許可申請についてについて

第２ 附議事項

議案第１２号 農地法第３条許可申請についてについて

第１ 議事録署名委員の指名

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２３年７月２５日（月）午後３時から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記



それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名委員です
が、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

全 委 員 なし。

議 長 それでは異議はないということですので、１番の近川 正人委員と２番の鈴 一磨委員
を指名いたします。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 ないようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第１２号 農地法第３条許可申請について提案します。事務局の説明をお願いしま

す。
事務局 農地法第３条許可申請 受付番号７号 譲渡人は、Ｋ・ＭさんＵ自治会の方です。

経営規模は、自作地１，６８４㎡、譲渡理由は贈与となっています。
申請地は、田代麓高田山５１２０－１０、地目の台帳は畑、現況は田、地積は９４３

㎡。
次に、田代麓高田山５１２０－１２、地目は台帳現況とも田、地積は７４１㎡です。
譲受人は、Ｔ・Ｅさん５４歳でＵ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地２３，８６１㎡となっています。譲受理由は

受贈ということです。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございませ

ん。
農業機械の装備については、トラクター、田植機、コンバイン、耕運機等の農業機械を

所有されています。
農作業従事については、年間従事できるような記載があります。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、２０番の基委員にお願いします。

議 長 基委員調査報告をお願いします。

２０番
基委員

２０番ご報告致します。Ｋ・Ｍさんは、郵便局員として岸良に長いこと勤めていらっ
しゃいました。退職されまして１６年間内之牧の方で生活されております。Ｋ・Ｍさんの
娘さんは、Ｔ・Ｅさんの奥さんであります。そのような関係で贈与と受贈という関係にな
ります。７月２１日に事務局と現地調査をしましたが、現地はでんしろうの森の国道４４
８の道路向かいであります。

取得要件は満たしており綺麗に整備され、良く耕作されていました。受贈ということで
別に問題ないと思います。宜しくお願いします。

議 長 調査報告頂きましたが、質問あるいは異議等がありましたら出して頂きたいと思いま
す。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号７号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号７号は許可することに決定しまし
た。

議案第１２号を終わりまして、議案第１３号農地法第４条許可申請に入ります。説明を
お願いします。



事務局 農地法第４条許可申請、受付番号２号について説明いたします。
申請人は、Ｈ・ＹさんでＹ自治会の方です。申請地は田代麓川原迫１３３５－１、地目

は台帳が田、現況は原野、地積は８６５㎡。
次に田代麓川原迫１３３６－２、地目は台帳が田、現況は原野、地積は９９８㎡となっ

ています。
転用目的は、畜舎と堆肥舎を建設されるとのことです。
位置図は、５から６ページのに記がしてあるところです。字図が７ページにありますが

申請地と示した処です。配置図が８ページにありますが、建屋等の配置が示されていま
す。９ページには、平成２３年度畜産基盤再編総合整備事業肝属なんぐう地区の補助金内
示通知書の写しが付けてあります。

農地の区分については、農振地内の農用地外となっています。
調査委員は、９番の樋渡委員ということでお願いがしてあります。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。

９番
樋渡委員

調査報告を致します。７月２１日に貫見委員と事務局と共に現地調査を行いました。
現地は、６ページにありますように、岩崎集落センターから入ったところの川原迫とい

う場所です。現地は南北に杉山があり、西側には養豚施設が建っています。東側には原野
と道路を挟んで南部開発地が広がる処です。このような地形であることから、申請地の周
囲は１０ｈａ以上の一段の農地とつながっておらず、農地区分では、２種農地のその他の
農地になるのではと思われます。

申請者のＨ・Ｙさんは、これまで田代地区内の耕作放棄地を飼料畑や水稲などに再生し
てきており、今回畜産基盤再編総合整備事業で畜産事業を本格的にされるものでありま
す。農業後継者も研修を終了して、今回この事業から畜産業に就業するということですの
で、今後田代地区の畜産業に活気が出てくるものと感じます。

今回の転用は現況が原野となっている農地でありますので、この事業を積極的に進め
て、これまでの農地の規模拡大等の努力を大いに評価して成功されることを望むものであ
ります。

農地の転用については、２種農地のその他の農地として判断できますので何ら問題ない
のではないかと思います。

議 長 調査報告を頂きましたが、質問あるいは異議等がありましたら出して頂きたいと思いま
す。

鈴委員 直接関係は無いかも知れませんが、頭数の規模は何頭ぐらいの規模になるのですか。

樋渡委員 まずは３０頭から入るそうです。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第４条許可申請 受付番号２号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全員賛成ですので農地法第４条許可申請 受付番号２号は意見書を付して県知事へ進達
することに決定しました。

議案第１３号を終わりまして、議案第１４号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項
の規定による農用地利用集積計画所有権移転の錦江町長に対する要請について提案いたし
ます。説明をお願いします。

事務局 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用計画所有権移転の受付番号３号について説
明します。

譲渡人は、鹿児島県地域振興公社であります。申請地は、城元中鳥井１２３９－１、地
目は台帳現況とも田、地積は７２３㎡です。

譲受人はＴ・ＭさんＲ自治会の方です。経営規模は世帯員３、労働力３、自作地は１
８，２７９㎡、小作地１１，５０８㎡で露地野菜や水稲の複合経営を営んでいらっしゃい
ます。

調査員は、４番の木原委員にお願いしたいと思います。



議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

はい、４番報告致します。Ｔ・Ｍさんは、Ｙ・Ｍさんの息子さんでありまして、Ｒ自治
会で事務局からありましたとおりネギ、バレイショ、スナップインゲン等の野菜を中心に
経営されております。ここにありますとおり自作地、小作地も多くＲ自治会では露地野菜
関係では１番の篤農家であると思います。現在認定農業者でもあり４０歳代の前半の若さ
のある農業経営者であります。錦江町の基本構想に備えるべき要件は全て満たしていると
思われますので何ら問題はないかと思います。以上です。

議 長 ありがとうございました。只今から質疑に入りたいと思います。質問あるいは、異議あ
る方は挙手して出して頂きたいと思います。

木原委員 金額は１００万円だったということです。

落司委員 Ｉさんのあの農地ですか。

木原委員 そうです。もと営林署があった処から入ったところです。

全委員 なし。

議 長 ないようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画所有権移転の
錦江町長に対する要請について、賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全員賛成ですので農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積
計画所有権移転の錦江町長に対する要請について受付番号３号は原案のとおり決定しまし
た。

議案第１４号を終わりまして、議案第１５号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の
規定による農用地利用集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請について提案いたし
ます。説明をお願いします。

事務局 それでは議案第１５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請について受付番号５９号から７１号まで
を提案します。

受付番号５９号と６０号の貸人は、Ｍ・Ｋさん神奈川県の方です。
申請地は、城元迫ノ前１５５９、地目は田、地積は５０８㎡。
次に城元迫ノ前１５６０－１、地目は田、地積は７４３㎡となっています。
期間は、平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は使用貸借とい

うことでありません。
借り人は、Ｈ・ＨさんＭ自治会の方です。
経営規模は、自作地１１，０１８㎡、小作地２２，０６８㎡で水稲を中心に露地野菜の

複合経営をされています。農業機械もトラクター、コンバイン、乾燥機、田植機、管理
機、トラックなど農業機械を装備されています。

調査委員は、７番の牧原委員となっています。

次に６１号の貸人は、Ｍ・ＦさんＫ自治会の方です。
申請地は、城元宮下１５３８、地目は田、地積は１９５㎡。
期間は平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米３０㎏１俵と

なっています。
借り人は、Ｔ・ＦさんＫ自治会の方です。
経営規模は、自作地２６，４８６㎡、小作地１１，２１２㎡で茶と野菜等の複合経営の

農家であります。Ｆさん夫婦と息子さん夫婦の家族４人の家族経営で、年間３００日の従
事日数が記載されています。農業機械については、トラクター、軽トラック、動噴、防除
機などの機械を装備されています。

調査員は、４番の木原委員にお願いします。



次に受付番号６２号から６４号の貸人は、Ｆ・ＮさんＴ自治会にお住まいです。
申請地は、神川下牧９４５、地目は畑、地積は１，１４１㎡。
次に、神川下牧９４６、地目は畑、地積は１，２００㎡。
次に、神川下牧９４７－１、地目は畑、地積は１，２７０㎡となっています。
期間は平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で１２０，

０００円となっています。
借り人は、Ｋ・ＩさんＴ自治会の方で製茶業を営んでいらっしゃいます。
経営規模は、自作地２０，６２５㎡、小作地６，３６７㎡で茶専業農家です。農業機械

は、製茶機械一式、トラクター、トラックなど一連の機械を装備されています。
現地調査につきましては、担当委員は未定でしたので事務局の方で確認しております。
農地の利用状況については、全ての農地を茶として管理されています。
農業従事については、専業農家として茶の栽培から加工までの一連の農業を年間通じて

従事されています。
意欲と能力については、錦江町の茶業振興に青年部として積極的にかかわり、意欲と能

力を兼ね備えていると認められます。
以上のような要件を備えている農業者であるので何ら問題ないと思います。

次に受付番号６５号の貸人は、Ｔ・ＥさんでＥ自治会の方です。
申請地は田代麓中渡瀬１５８４－１、地目は田、地積は５６１㎡です。
期間は平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当り５，

０００円となっています。
借り人は、Ｋ・ＫさんでＳ自治会の方です。
経営規模は、自作地はございません。小作地１５，２９１㎡で、甘藷や水稲などの複合

経営を営んでおり、農業従事日数２８０日、労働力は１、農業機械はトラクター、田植
機、コンバイン、乾燥機、芋掘取機などを揃えていらっしゃいます。

調査委員は、９番の樋渡委員にお願いします。

次に受付番号６６号から６８号の貸人は、Ｙ・ＨさんＨ自治会にお住まいの方です。
申請地は、田代川原上ノ平原３８１５－３、地目は畑、地積は７３６㎡。
次に、田代川原上ノ平原３８１７－４、地目は畑、地積は７４６㎡。
次に、田代川原上ノ平原３８１８－３、地目は畑、地積は９４８㎡です。
期間は平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。１０ａ当

たり５，０００円となっています。
借り人は、Ｓ・ＫさんＥ自治会の方で、肉用牛の専業農家です。
経営規模は、自作地１９，０７０㎡、小作地８，６９３㎡、農業従事日数が２８０日、

労働力１、農業機械はトラクター、トラックが記載されていますが、この他にも畜産で使
用する農業機械を所有されているものと思います。

調査委員は、１番の近川委員にお願いします。

次に受付番号６９号と７０号の貸人は、Ｋ・ＭさんＳ自治会にお住まいの方です。
申請地は、馬場古村４５０５－２、地目は畑、地積は２７３㎡。
次に馬場上永江５６２３－２、地目は田、地積は６４９㎡です。
期間は平成２３年８月１日から平成３２年１２月１４日までとなっています。１０ａ当

たり１，０００円で設定されています。
借り人は、Ｋ・ＭさんＳ自治会の方で、タバコを中心に経営されています。
経営規模は、自作地１９，０４１㎡、小作地１６，９２４㎡、農業従事日数が３００

日、労働力２、農業機械はトラクター、ＡＰ－Ⅰ、管理機等が記載されています。
調査委員は、２番の鈴委員にお願いします。

次に受付番号７１号の貸人は、Ｆ・ＮさんＴ自治会にお住まいの方です。
申請地は、神川輪呂ケ尾１１５０－２、地目は畑、地積は５，１５６㎡の内２，７００

㎡です。
期間は平成２３年８月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。小作料は

１０８，０００円となっていますす。
借り人は、Ｓ・ＫさんＨ自治会の方で、茶を中心に経営されています。
経営規模は、自作地５４，００２㎡、小作地１４，５１８㎡、農業従事日数が３００

日、労働力４、雇用が６０日記載されています。農業機械はトラクター、トラック、管理
機等が記載されています。

調査委員は、２０番の基委員にお願いします。



議 長 それでは、牧原委員から調査報告をお願いします。

７番
牧原委員

５９号６０号の説明を致します。Ｍ・Ｋさんは神奈川県にお住まいで、こちらには誰も
いらっしゃいません。親戚がいらっしゃるだけです。ここの田は、農地利用状況調査で
回った時に草が繁茂しており、荒廃しており、上の方の１５５９番の５０８㎡は私の方で
草を刈って綺麗にしましたが、Ｈさんに話をしたらぜひ作らせてくれということでした。
Ｋさんは小作料金はいらないと、作って頂けたら、荒らさなければ良いということで、小
作料も無いというかたちでＨさんの方にお願いしました。
Ｈさんも快く引き受けてくださいまして、既に飼料米を植えられており問題ないと思いま
す。

Ｈさんにつきましては、事務局の説明通り何ら問題ないと思います。宜しくお願いしま
す。

４番
木原委員

受付番号６１号につきましては、Ｔ・Ｆさんが耕作されている隣接地でありまして、畦
は取り払ってもよいという約束をして耕作をしたいということであります。

Ｔ・Ｆさんは、６４歳でありまして、事務局からありましたとおり後継者もおり、現在
茶を中心に３町７反ぐらい耕作されておりＫ自治会の篤農家でもあります。こちらも町の
基本構想に備えるべき要件は全て満たしていますので、何ら問題はないと思います。

１１番
宿利原委

員

次のＩさんの分は、先ほど事務局から説明しましたが、私の方から報告します。
Ｉさんは、ご存じのとおりＩ課長の息子さんで茶を一生懸命行っています。茶の青年部

長としても頑張っておりますので何ら問題ないのではと思います。

９番
樋渡委員

それでは６５号を説明いたします。Ｔ・Ｅさんは高齢で９０歳ぐらいの方です。この農
地は昨年まで契約外小作で作っていたのですが、その方が亡くなられて今回誰か探してく
ださいということでありました。このような５，６畝という農地はなかなか作り手がいな
いので見つけることも大変だと思っていましたが、幸いＫさんが作ってくださることにな
りました。Ｅさんはただでもいいというようなことでしたが、Ｋさんが１０ａ当たり５，
０００円ということで上がったところです。

Ｋさんは、常雇として若い人を雇っていらっしゃいます。私の地域内で１町歩ぐらいは
利用権設定を行っており、今後も良好な農地があれば規模拡大をしていきたいという希望
を持っている方でした。農地の管理もしっかりなされています。何ら問題はないというこ
とで私は喜んでいるところでございます。以上です。

１番
近川委員

それでは６６号から６８号までです。Ｓ・Ｋさんですが、町の基本構想の全ての要件は
満たしております。畜産を中心に生産牛と肥育牛をされておりますが一生懸命取り組んで
おられます。何ら問題はないと思います。以上です。

２番
鈴委員

６９号と７０号ですが、これは親子関係でございまして農業者年金で経営移譲されてい
る方でございまして、地積調査でこれだけ残っていたということで上がってきたものであ
ります。

Ｋ・Ｍさんは、認定農業者でございますし、常時農業に従事されておりまして農地の利
用状況も良く管理をされております。
何ら問題はないと思われますので、宜しくお願い致します。

２０番
基委員

７１号を説明いたします。Ｆ・Ｎさんは、高齢者でＫさんに利用権設定をするというこ
とです。

私の方は受け手のＫさんの方を中心に話をしていきたいと思います。Ｋさんは茶工場を
経営する専業農家でございます。認定農業者でもありますし、大原地区の公民館長もな
さっておられます。年齢は５４歳で頑張っている農業者であります。
このようなことで専業の農家です。以上です。

議 長 只今、調査報告がありましたが、質疑を受けたいと思います。何かございませんか。

黒瀬委員 ５９号と６０号の案件ですが、飼料米ということですが今飼料米が入っているのです
か。

事務局 入っている量は分かりませんが、Ｈさんは結構栽培されていると聞いています。

黒瀬委員 場所はどのあたりですか。

事務局 Ｋ自治会に茶工場がありますが、茶工場の向かい側です。



黒瀬委員 飼料米について、大根占水田は早期水稲が多いですが、飼料米についての農薬散布とか
指導していかなければ１等米など出てこないと思います。

落司委員 飼料米には除草剤もまかないですね。

黒瀬委員 虫は出ないですか。

平原委員 ほとんど出ないと思います。ワラだけです。

黒瀬委員 それで１等米が少ないということでカメムシの被害が多くなっています。

落司委員 それは食用でしょう。

黒瀬委員 だから飼料米についても、ある程度の農薬散布をしなければ近隣に影響があります。

落司委員 飼料米は相当入ってきていますが、虫は付かないようですよ。

黒瀬委員 私のところの自治会では、飼料米についても薬剤散布を行わなくては１等米の出が悪い
といわれ、近隣についてはそのような話もあります。早期水稲については昔から薬剤は散
布しなくても出来るといわれていました。しかし１等米の出が悪いといわれます。

落司委員 食用には、農薬は散布しています。

猪鹿倉委員 田代の場合は、契約で無農薬の栽培をしています。１等米が少ないことはあります。減
農薬の場合はある程度農薬をかけて１等米が出ますが、無農薬の場合は等級は悪いです。

議 長 牧原委員、Ｈさんの田に飼料米が植えられるといういことで質問がある訳ですが、説明
することがありましたら。

牧原委員 飼料米に何か問題があるのですか。

事務局 飼料米をいっぱいされているのですかということです。

牧原委員 はい。されています。新しい品種を約４反近く飼料米を栽培されています。

事務局 それで１等米の出が悪いが、その管理について少し心配をされているところです。

牧原委員 管理については良く管理されています。あそこの周りはハウスですので、周りの田に迷
惑になるような場所ではないし、苦情が出たというようなことも聞いたことはありませ
ん。

議 長 只今出た質問については、この件は農地の貸し借りの問題ですので、その問題は農協な
どで解決していく問題ではないでしょうか。

事務局 農政の方に飼料米と普通のうるち米のすみ分けとかやり方については、どのようになっ
ているのか水田担当者には繋いでおきますので、周辺農家が大変迷惑するような状態であ
ればそれなりにある程度の指導は必要と思われます。

黒瀬委員 会長は言われましたが、周辺の田があれば内容的にもそこまで(審議)すべきでしょう。
今後はただ貸し借りの中だけで捌かれるものか。初めてこのような飼料米が作付される中
で今後どのようになるかわからない訳ですが、カメムシの影響で近隣の田に出ないような
指導が必要ではないですか。

鈴委員 今の問題は、農協の技術員とか技連会なりそのような場で議論すべき話であって、農業
委員会がそこまで解決できるものでもないし、農業委員会ももちろんタッチはしなければ
いけないでしょうが、会長が言われましたようにこの場合は農地の貸し借りの問題であ
り、その後の技術的な問題は、別に考えていくべきであってそのような場を農協の技術員
が創っていかなければならない立場ではなかろうかと思いますが、いかがなものでしょう
か。



牧原委員 私たちも最初から隣の農家から苦情が来るのであれば、考え直さなければいけないで
しょうが、実際そこらは何も作って病気が出てくればそれなりにドリフトの問題も出てい
ますので、だからそれらはそれ以後でないと、最初からそれらの事をやってしまうと貸し
手借り手はいなくなるのではという状況が出てきますので、それは後のことでいいのでは
ないかと思います。

近川委員 先ほどから出ていますように技連会など役場、農協など今後の課題としてはいかがです
か。

平原委員 貸し借りの問題は、そこまで突っ込んで行けばおかしくなってくるのではないでしょう
か。

牧原委員 だから何を植えるのか。そこまで行くと貸せられなくなります。

議 長 貴重な意見をありがとうございました。只今の意見を参考にして進めたいと思います。
他にありませんか。

全委員 発言なし

議 長 ないようですが質疑を打ち切って採決に入ってもよいですか。

全委員 はい。

議 長 それでは、受付５９号から７１号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全委員賛成ですので、受付番号５９号から７１号までは原案のとおり決定しました。

以上で議案第１５号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権の設定）の錦江町長に対する要請についてを終わります。

以上で本日の付議事項を終了いたします。

会長

１番

２番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


